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２００８年度伊賀市予算編成に関する申し入れ  

 

 ２００８年度予算編成にあたり、日本共産党伊賀市委員会は市民の暮らし・福祉を守り、市民本

位の市政を実現する立場から以下のとおり要求いたします。なお回答は２００７年１２月２７日まで

に文書でお願いいたします。                                    

記 

一、総務部・企画振興部・人権政策部・選挙管理委員会 

①総合計画及び行財政改革は、ムダな開発をやめ市民生活の充実と行政サービスの向上を

目指すこと。 

②合併特例債については、財政規模をいたずらに拡大し、借金を増やすことのないようにす

ること。 

③労働基準法を遵守し職員の労働条件を改善すること。 

・業務内容の見直し、事務の効率化、適正な人員配置で職員の残業を減らすこと。 

・数値目標ありきの職員削減をやめ、民営化万能主義でなく、地方自治法と業務内容に相応し

い職員配置を行うこと。 

・臨時職員が生活できる待遇改善、正職員への道を開くこと。 

④地方自治体に許されている裁量権を最大限に発揮、歳入の確保につとめること。 

・資本金一億円以上の法人の市民税の税率を制限税率に引き上げること。 

・道路占用料については、移設補償料に見合う料金に引き上げること。 

⑤非核平和宣言に基づく事業を積極的に推進すること。 

⑥各種審議会などの選任にあたっては、女性委員の比率をたかめること。また、委員の重複を

さけ、公募枠を増やすこと。 

⑦地方交付税の削減に反対すること。 

⑧地方債の低利借り換え及び繰上返還に引き続き努力すること。 

⑨交際費・食料費などは市民の理解の得られる範囲におさめること。 

⑩消防・防災体制の強化に努めること。 

・財政力基準に基づいた消防職員体制にすること。 

・震度 7を想定した防災計画を策定し、資機材の備蓄・整備を早急にすすめること。 



・気象庁の緊急地震速報の公共施設での活用を図ること。 

・消防の広域化に反対すること。 

⑪同和対策事業はすみやかに終結すること。 

・同和関連補助金を廃止、研修会などへの職員の派遣をやめること。 

・同和事業推進のための職員へのアンケート調査を中止すること。 

・隣保館、市民館を地域限定施設とすることをやめ、公民館化すること。 

⑫男女共同参画事業の積極的推進と女性センターの早期建設をすすめること。 

⑬廃止対象バス路線の維持をおこなうとともに、コミニュティバスの運行路線の拡大を図るこ

と。 

⑭期日前投票は全ての支所で実施すること 

・投票所は高齢者が投票しやすいようにシートを引き、土足のまま投票できるようすること。 

⑮永住外国人に地方参政権を認めること。 

二、生活環境部・ 

①高齢者・障害者世帯のごみ収集については具体的援助をすること。 

②太陽光発電などの自然エネルギー導入を積極的に進めること。 

③ダイオキシンはじめ有害物質の含む一般廃棄物は持ち込ませないこと。 

④ごみ袋の有料化はしないこと。 

⑤ＲＤＦやガス化溶融炉等の大型焼却施設でのごみ処理をやめ、分別を徹底し普通炉で処理

すること。 

三、健康福祉部 

①国民健康保険について 

・国保税を引き下げること。 

・国民健康保険税の滞納の有無にかかわりなく保険証を交付すること。 

・高額医療費制度（国保）の窓口払いを改善すること。 

・国保世帯の保険料の算定に当たっては小学校入学前までの乳幼児は算定外とせよ。 

・国保法第４４条に基づいて、対象者については医療機関での窓口負担金の減免・猶予を実施

すること。 

②生活保護について 

・憲法の趣旨にのっとった適切な生活保護制度の運用を図ること。 

・国基準に見合ったケースワーカーの増員を行うこと。同時に、様々な相談に対応できるよう

に、年齢や経験、性別などバランスの取れた職員配置にすること。 

・母子加算・老齢加算・夏季見舞金・歳末慰問金などの切り捨てをやめ、「健康で文化的な最低

限」の生活を保障すること。 



③介護保険制度について 

・介護保険の保険料・利用料の減免制度を創設すること。 

・新制度のもとで従来のサービスが受けらレなくなる要支援１，２の方に対するサービスの維持

ができるようにすること。 

・介護保険の施設入所で待機者が出ないように常に実態を把握し希望者全員を入所させるこ

と。 

・年度途中での収入の激減や世帯分離などの場合、介護保険料を見直すこと。 

・通知文書の文字を高齢者にも読めるように大きくすること。 

・家族がいる場合は介護（ホームヘルプサービス）などを認められなくなった。認めるようにす

ること。 

④少子化・子育て対策について。 

・妊婦の検診を年５回以上公費負担にすること。 

・助産師による訪問制度の対象を妊婦にも広げ、内容も充実すること。 

・乳幼児医療費については通院も就学前まで無料にすること、同時に病院の窓口での無料化

を実施すること。さらに所得制限をやめること。 

・福祉医療制度の２割負担をやめよ。 

・軽度発達障害などの判定ができるようになる５歳児の検診を実施すること。 

・児童・生徒のインフルエンザの予防接種の助成を実施すること。 

・子育て支援センターなど、地域の「子育て拠点」を整備するとともに、関係者間の連携によ

る子育て支援ネットワークの構築、子育てに悩みや不安を抱く親へのサポート体制の充実を

図ること。 

⑤障害児・者が暮らしやすくするために。 

・自立支援法の利用者負担の軽減のため、「応益」から「応能」への考え方の変更を国に求め

ること。 

・障害の実態に即した認定が行なわれるようにすること。 

・事業者への報酬など、施設への積極的助成を行なうこと。自立支援法の対象外の小規模授

産所などについても積極的支援を図ること。あわせて基盤整備を図ること。 

・実効性のある地域活動支援センターを立ち上げること。同時に、安定した運営が出来るよう

にセンターへの補助を行うこと。 

・障害者に優しいバリアフリー化と公衆トイレの増設をはかること。 

⑥公立保育所の保育の充実を求める。 

・保育料を引き下げること。 

・乳幼児の途中入所が円滑に行われるように保育士を増員すること。 

・保育士は常勤採用比率を高めること。 

・すべての園で延長保育を実施すること。 

・公立保育所の統廃合、民営化を行わないこと。 

・休、日保育や病児保育など、多様な保育ニーズに対応した保育サービスの充実に努めるこ



と。 

・中学校区単位で病児・病後児保育の実施できる体制を作ること。 

四、教育委員会 

①図書館の図書購入費をふやすこと。 

②校区再編は必要なところから、機械的な統廃合をおこなわないこと。 

③学校給食は自校方式で、学校給食の調理室のドライシステム化をすすめること。 

・学校給食は地元の食材を利用すること。 

④就学援助制度について、中学校のクラブ活動に助成すること。 

⑤学校図書を充実し司書教諭の配置をめざすこと。 

⑥３０人学級を早期に実現すること。 

⑦小学校区ごとに学童保育所を設けること。 

⑧学校行事などでの「日の丸、君が代」の押し付けをしないこと。 

⑨体育館の耐震診断を早急に実施すること。 

⑩教室の冷房を年次計画で実施すること。 

⑪フットサルコート、スケートボード場、バスケットゴール等、若者向けの公園をつくること。 

⑫通学路の安全確保に努力すること。 

⑬すべての小学校に洋式のトイレの導入すること。 

五、経済部 

①商店街の再生を図るため大型店を規制するルールづくりや、商店街の振興対策を強める

こと。 

②中小零細業者への低利の生活つなぎ資金の貸付制度をつくること。 

③特産物の価格保障、農畜産物の安全と信頼をたかめる援助、地元給食での「地産池消」の振

興に努める。 

④米、野菜や花木の価格安定、後継者創出のために行政的支援を強め、家族経営の中小規模

農家、中山間地の農業を守ること。また、広葉樹の植林を積極的に支援し、鳥獣害対策を強め

ること。 

⑤学校給食への利用など、地産地消の政策を進め、農林業の振興を図ること。 

⑥間伐材・地元木材の利用に対する優遇制度・公共工事での積極的利用、バイオマスの研究

費補助など、林業経営への支援を強めること。 

⑦青年の雇用対策に努めること。 

六、土木部 

①長引く不況で転廃業を余儀なくされている市内中小業者の保護・育成のため、「不況時の

特別対策」として住宅、生活道路、下水道、排水路など、生活関連の工事発注を増やすこと。

また小規模修繕工事希望者登録制度を設けること。 



②児童公園、運動広場を積極的につくること 

③公園に便所、時計、照明を設置し、清掃などの管理を適正におこなうこと。 

④危険な歩道、交差点を整備し、カーブミラー、ガードレール、信号機、照明の増設をすること。 

⑤老人世帯向け住宅、一般市営住宅を増やし、特定目的の公的公営住宅制度を確立すること。 

⑥高齢者、障害者のために段差をなくすなど、住宅構造の改善に助成をすること。 

⑦住宅リホーム助成制度の導入を図ること。 

七、水道部 

①水道料の値上げを行わないこと。 

②新たに川上ダムの建設計画があきらかにされたなかで、市の負担額を示すとともに、水道

料がどのようになるのかあきらかにすること。 

③川上ダムに頼った水道事業計画をやめ、独自の水源確保につとめること。 

④未給水地域の解消を図ること。 

      以上 

 


